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医療経済実態調査について

１ 調査目的等

○ 医療経済実態調査は、「医療機関等調査」及び「保険者調査」から構

成されている。

○ 医療機関等調査は、病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局

における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基

礎資料を整備することを目的とする。

○ また、保険者調査は、医療保険の保険者の財政状況の実態を把握し、

社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする。

○ 本調査は、昭和４２年から実施されており、昭和６３年の中央社会保

険医療協議会全員懇談会の申し合わせにより、２年に１度実施すること

となっており、前回の調査で１７回目となる。

２ 統計法上の位置づけ

医療経済実態調査は、統計法に規定する一般統計調査に該当し、調査の

実施に当たっては、あらかじめ総務大臣の承認を得る必要がある。
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医療経済実態調査（医療機関等調査）スケジュール（前回の実績）

年 月 事 項 備 考

平成２０年 １１月 調査実施小委（調査実施に向けた検討開始） 20.11.19

１２月 中医協総会（決算データの活用に関する懇談 20.12.17

会（WG）の設置について）

WG（フリートーキング） 20.12.24

平成２１年 １月 WG（関係団体ヒアリング） 21.1．9

WG（議論のとりまとめ） 21.1.22

調査実施小委（調査内容の検討） 21.1.28

２月 調査実施小委（調査内容の検討） 21.2.18

３月 調査実施小委（調査内容の決定） 21.3.18

中医協総会 （調査内容の了承） 21.3.25

総務省協議

５月 総務省承認

調査票発送

６月 調査月

７月 回答期限（月末）

８月 調査票の不備補正、照会、集計、分析

～

１０月 調査実施小委（調査結果報告）

中医協総会 ( 〃 ） 21.10.30
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第１７回医療経済実態調査（医療機関等調査）要綱 

 

 

１．調査の目的 

病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局における医業経営等の実態を明

らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする。 

 

２．調査の内容 

病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局について、施設の概要、損益の

状況、従事者の人員及び給与の状況等の調査を行う。 

 

３．調査の対象 

社会保険による診療・調剤を行っている全国の病院、一般診療所、歯科診療所及

び１か月間の調剤報酬明細書の取扱件数が３００件以上の保険薬局を対象とする。 

ただし、開設者が医育機関（特定機能病院及び歯科大学病院は除く）であるもの、

特定人のために開設されている閉鎖的なもの、感染症病床のみを有する病院、結核

療養所、原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院並びに刑務所、船内等に設置される

一般診療所及び歯科診療所は除外する。 

また、歯科併設の一般診療所、臨床検査センター、夜間診療所、巡回診療所及び

１か月間の診療時間が１００時間未満であると推定された医療機関は調査対象か

ら除外する。 

 

４．調査の客体及び抽出方法 

調査対象となる医療機関等から、それぞれ次の方法によって抽出した施設を調査

客体とする。 

 

(1) 病  院 

ア 層化無作為抽出法による。 

イ 第１の層化は、ＤＰＣ対象病院の指定を受けている病院と指定を受けていな

い病院に分類し、この区分によって行う。 

ウ 第２の層化は、介護療養施設サービス事業を行っている病院と行っていない

病院に分類し、この区分によって行う。 

エ 第３の層化は、病床数が２００床以上、２００床未満に分類し、この区分に

よって行う。 

オ 第４の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。 
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カ 第５の層化は、全国の都道府県を次の９の地域に分類し、この区分によって

行う。 

 

地 域 都  道  府  県 

北 海 道 

東   北 

関   東 

 

東   海 

北   陸 

近   畿 

中   国 

四   国 

九   州 

北海道 

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、

新潟、山梨、長野 

岐阜、静岡、愛知、三重 

富山、石川、福井 

滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山 

鳥取、島根、岡山、広島、山口 

徳島、香川、愛媛、高知 

福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、

沖縄 

キ 第６の層化は、全国を国家公務員の地域手当における級地区分の６区分とそ

の他の地域に分類し、この区分によって行う。（級地区分については別紙参照） 

ク 第７の層化は、一般病院（特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院を除

く）、精神科病院（許可病床のすべてが精神病床であるもの）別に開設者（国立、

公立、公的、医療法人、社会保険関係法人、その他法人、個人）ごとに分類し、

この区分によって行う。 

ケ 抽出率は、特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院については１／１、

その他については１／５とする。 

 

(2) 一般診療所 

ア 層化無作為抽出法による。 

イ 第１の層化は、入院患者の有無別に分類し、この区分によって行う。 

ウ 第２の層化は、主たる診療科別に分類し、この区分によって行う。 

エ 第３の層化は、介護療養施設サービス事業を行っている一般診療所と行って

いない一般診療所に分類し、この区分によって行う。 

オ 第４の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。 

カ 第５、第６の層化は、病院と同じ地域分類（第５、第６層化）によって行う。 

キ 抽出率は１／２５とする。 
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(3) 歯科診療所 

ア 層化無作為抽出法による。 

イ 第１の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。 

ウ 第２、第３の層化は、病院と同じ地域分類（第５、第６層化）によって行う。 

エ 第４の層化は、常勤の歯科医師数を、１人、２人以上の区分に分類し、この

区分によって行う。 

オ 抽出率は１／５０とする。 

 

(4) 保険薬局 

ア 層化無作為抽出法による。 

イ 第１、第２の層化は、病院と同じ地域分類（第５、第６層化）によって行う。 

ウ 第３の層化は、開設者（個人、法人）の別に分類し、この区分によって行う。 

エ 抽出率は１／２５とする。 

 

５．調査主体 

中央社会保険医療協議会 

 

６．調査の時期 

平成２１年６月の１月間と平成２１年３月末までに終了する直近の事業年（度）

の１年間について実施する。 

 

７．調査の事項 

調査票に掲げる事項とする。 

 

８．調査の方法 

(1) 調査は、郵送方式及びホームページを利用した電子調査方式により行う。 

(2) 調査票の記入は、医療機関等管理者の自計申告の方法による。 

 

９．結果の公表 

調査の結果については、中央社会保険医療協議会の議を経て、速やかに公表する。 

 

6



   (別紙） 国家公務員の地域手当に係る級地区分

 １級地  東京都  特別区
  

 ２級地  茨城県  取手市
 （２０市）  埼玉県  和光市

 千葉県  成田市、印西市
  東京都  武蔵野市、町田市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、清瀬市、多摩市、稲城市、西東京市
  神奈川県  鎌倉市、厚木市
  大阪府  大阪市、守口市、門真市
  兵庫県  芦屋市
 ３級地  茨城県  つくば市
 （２７市）  埼玉県  さいたま市、志木市

 千葉県  船橋市、浦安市、袖ケ浦市
  東京都  八王子市、立川市、府中市、昭島市、調布市、小平市、日野市
  神奈川県  横浜市、川崎市、海老名市
  愛知県  名古屋市、刈谷市、豊田市
  大阪府  吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市、高石市
  兵庫県  西宮市、宝塚市
  奈良県  天理市
 ４ 級地  茨城県  水戸市、土浦市、守谷市
 （３６市）  埼玉県 鶴ヶ島市

 千葉県  千葉市、市川市、松戸市、富津市、四街道市
  東京都  三鷹市、青梅市、東村山市、あきる野市
  神奈川県  横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、大和市
  愛知県  豊明市
  三重県  鈴鹿市
  滋賀県  大津市、草津市
  京都府  京都市
  大阪府  堺市、豊中市、池田市、枚方市、茨木市、八尾市、東大阪市
  兵庫県  神戸市、尼崎市
  奈良県  奈良市、大和郡山市
  広島県  広島市

 福岡県  福岡市
 ５級地  宮城県  仙台市
 ５４市  茨城県  日立市、古河市、牛久市、ひたちなか市
 １町  栃木県  宇都宮市

 埼玉県  川越市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、 越谷市、戸田市、入間市、朝霞市、三郷市
  千葉県  茂原市、佐倉市、柏市、市原市、白井市
  神奈川県  平塚市、秦野市、三浦郡葉山町
  山梨県  甲府市
  静岡県  静岡市、沼津市、御殿場市
  愛知県  瀬戸市、碧南市、西尾市、大府市、知多市
  三重県  津市、四日市市
  滋賀県  守山市、栗東市
  京都府  宇治市、亀岡市、京田辺市
  大阪府  岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、羽曳野市、藤井寺市
  兵庫県  伊丹市、三田市
  奈良県  大和高田市、橿原市
 ６級地  北海道  札幌市
 ８９市  宮城県  名取市、多賀城市
１８町  茨城県  龍ケ崎市、筑西市

 栃木県  鹿沼市、小山市、大田原市
  群馬県  前橋市、高崎市、太田市

 
 埼玉県  熊谷市、春日部市、鴻巣市、上尾市、草加市、久喜市、坂戸市、比企郡鳩山町、北埼玉郡北川辺町、

北葛飾郡栗橋町、北葛飾郡杉戸町
  千葉県  野田市、東金市、流山市、八街市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町
  東京都  武蔵村山市
  神奈川県  小田原市、三浦市
  富山県  富山市
  石川県  金沢市
  福井県  福井市
  長野県  長野市、松本市、諏訪市
  岐阜県  岐阜市、大垣市、多治見市、美濃加茂市
  静岡県  浜松市、三島市、富士宮市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、袋井市

 
 愛知県  豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、津島市、安城市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、

東海市、知立市、愛西市、弥富市、西春日井郡豊山町、西加茂郡三好町
 三重県  桑名市、名張市、伊賀市
 滋賀県  彦根市、長浜市
 京都府  向日市、相楽郡木津町
 大阪府  柏原市、泉南市、四條畷市、交野市、阪南市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、南河内郡太子町

 兵庫県  姫路市、明石市、加古川市、三木市
 奈良県  桜井市、香芝市、宇陀市、生駒郡斑鳩町、北葛城郡王寺町
 和歌山県  和歌山市、橋本市
 岡山県  岡山市
 広島県  廿日市市、安芸郡海田町、安芸郡坂町
 山口県  周南市
 香川県  高松市
 福岡県  北九州市、筑紫野市、春日市、太宰府市、前原市、福津市、糟屋郡宇美町、糟屋郡粕屋町
 長崎県  長崎市

級地・
支給地域

 都道府県  市町村名等
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１　調査の客体及び抽出方法

病　院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

社会保険による診療・
調剤を行っている全国
の病院

社会保険による診療・
調剤を行っている全国
の一般診療所

社会保険による診
療・調剤を行ってい
る全国の歯科診療所

１ヶ月の調剤報酬明細
書の取扱件数が３００
枚以上の保険薬局

第１の層化 ＤＰＣ対象病院の指定
を受けている病院と指
定を受けてない病院に
分類

入院患者の有無の別に
分類

院外処方の有無別に
分類

全国の都道府県を９地
域に分類

第２の層化 介護療養施設サービス
事業を行っている病院
と行っていない病院に
分類

主たる診療科別に分類 全国の都道府県を９
地域に分類

全国を国家公務員の調
整手当における地域区
分の６区分とその他の
地域に分類

第３の層化 病床数が２００床以
上、２００床未満に分
類

介護療養施設サービス
事業を行っている一般
診療所と行っていない
一般診療所に分類

全国を国家公務員の
調整手当における地
域区分の６区分とそ
の他の地域に分類

開設者(個人・法人)の
別に分類

第４の層化 院外処方の有無別に分
類

院外処方の有無別に分
類

常勤の歯科医師数を
１人、２人以上の区
分に分類

第５の層化 全国の都道府県を９地
域に分類

全国の都道府県を９地
域に分類

層
　
　
化
　
　
方
　

第１７回医療経済実態調査（医療機関等調査）の調査内容等

調 査 客 体

第６の層化 全国を国家公務員の地
域手当における級地区
分の６区分とその他の
地域に分類

全国を国家公務員の地
域手当における級地区
分の６区分とその他の
地域に分類

第７の層化 一般病院（特定機能病
院、歯科大学病院及び
こども病院を除く）、
精神科病院（許可病床
のすべてが精神病床で
あるもの）別に開設者
（国立、公立、公的、
医療法人、社会保険関
係病院その他法人、個
人）ごとに分類

１／５ １／２５ １／５０ １／２５

特定機能病院、歯科大
学病院及びこども病院
は１／１

　
法

抽　出　率
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２　調査内容について

（１）基本データ

病院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

○ ○ ○ ○

○ ○ － －

○ ○ ○ －

○ － － －

○ － － －

○ － － －

○ 　 　 　

－ ○ － －

－ － － ×

－ － ○ －

－ － － ○

－ － － ×

－ － － ○

調剤用備蓄医薬品品目数 － － － ○

（薬価基準収載品目） － － － ○

（別掲後発医薬品品目数） － － － ○

○ ○ ○ ○

外用薬

救急医療の状況

ユニット数

○：利用有り ×：未利用 －：設問無し

直近の事業年度

従事者の状況（常勤職員）

保険調剤の状況
（処方せん枚数）

保険調剤の状況
（調剤した医薬品数量のうち後発医薬品の割合）

内用薬

注射薬

特定入院料の算定状況
（回復期リハビリテーション病棟入院料、小児入院医療管理料１又は２
又は３、亜急性期入院医療管理料、ハイケアユニット入院医療管理料）

主たる診療科目

保険調剤の状況
（後発医薬品を調剤した処方せん枚数）

承認等の状況
（地域医療支援病院の承認の有無）

入院基本料等の状況
（一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟））

開設者（開設主体）

病床の状況（許可病床数）

処方の状況（院外処方・院内処方の回数）

9



（２）損益

平成21年6月 直近の事業年度 平成21年6月 直近の事業年度 平成21年6月 直近の事業年度 平成21年6月 直近の事業年度

医業収益 （入院）○ （入院）○ （入院）○ （入院）○

（外来）○ （外来）○ （外来）○ （外来）○

－ － （入院）○ （入院）○

－ － （外来）○ （外来）○

－ － （入院）○ （入院）○

－ － （外来）○ （外来）○

○ ○ － － － － － 　

介護収益 施設サービス収益 ○ ○ ○ ○ － － － －

居宅サービス収益 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他の収益 受取利息及び配当金等 記入不要 ○ － － － － － －

その他の収益 ○ ○ － － － － － －

医業費用・介護 材料費 ○ ○ ○ ○ － － － －

費用 医薬品費 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

調剤用医薬品費 － － － － － － × ×

（保険薬局にお 診療材料費・医療消耗器具備品費 ○ ○ － － － － － 　

いては費用） 歯科材料費 ○ ○ － － ○ ○ － 　

給食用材料費 ○ ○ × × － － － 　

給与費 記入不要 ○ 記入不要 ○ 記入不要 ○ ○ ○

委託費 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

設備関係費 ○ ○ － － － － － －

減価償却費 記入不要 ○ 記入不要 ○ 記入不要 ○ 記入不要 ○

建物減価償却費 記入不要 ○ 記入不要 ○ 記入不要 ○ 記入不要 ○

医療（調剤用）機器減価償却費 記入不要 ○ 記入不要 ○ 記入不要 ○ 記入不要 ○

土地賃借料 × × × × × × × ×

経　費（その他の経費） ○ ○ － － － － ○ ○

その他の医業・介護費用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － －

その他の費用 記入不要 ○ 記入不要 × 記入不要 × × ×

○ ○ － － － － － －

特別利益 記入不要 ○ － － － － － －

特別損失 記入不要 ○ － － － － －

人件費補助 記入不要 ○ － － － － － －

運営費補助 記入不要 ○ － － － － － －

設備費補助 記入不要 × － － － － － －

補助金・負担金等

特別損益

支払利息（利子割引料）

その他の費用

○

その他の介護収益

その他の医業収益
（保健予防活動収益等）

短期入所療養介護分

公害（労災）等診療（調剤）収益

その他の診療（薬局事業）収益
（自費診療（調剤）等）

○○

○

○

○

○ －

特別の療養環境収益
（特別室の特別料金）

○○

○

病院 一般診療所

保険診療（調剤）収益

○：利用有り ×：未利用 －：設問無し

○

○

　

保険薬局

○

歯科診療所

○

○ ○

○

○
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（３）給与

保険薬局

平成21年6月 直近の事業年度 平成21年6月 直近の事業年度 平成21年6月 直近の事業年度

常勤職種別 （病）院長 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　 医師 ○ ○ ○ ○ － －

歯科医師 ○ ○ ○ ○ ○ ○

薬剤師 ○ ○ ○ ○ ○ ○

看護職員 ○ ○ ○ ○ － －

看護補助職員 ○ ○ ○ ○ － －

医療技術員 ○ ○ ○ ○ － －

歯科衛生士 － － － － ○ ○

歯科技工士 － － － － ○ ○

事務職員 ○ ○ ○ ○ ○ ○

技能労務員・労務員 ○ ○ ○ ○ － －

その他の職員 － － － － ○ ○

役員 ○ ○ ○ ○ ○ ○

保険薬局

平成21年6月 直近の事業年度 平成21年6月 直近の事業年度 平成21年6月 直近の事業年度

職種別 （病）院長 ○ ○ ○

常勤 医師 ○ ○ －

歯科医師 ○ ○ ○

薬剤師 ○ ○ ○

看護職員 ○ ○ －

　 看護補助職員 ○ ○ －

　 医療技術員 ○ ○ －

歯科衛生士 － － ○

歯科技工士 － － ○

事務職員 ○ ○ ○

技能労務員・労務員 ○ ○ －

その他の職員 － － ○

役員 ○ ○ ○

保険薬局

平成21年6月 直近の事業年度 平成21年6月 直近の事業年度 平成21年6月 直近の事業年度

○ ○ ○ ○ ○ ○

記入不要 ○ 記入不要 ○ 記入不要 ○

退職給付費用 記入不要 ○ 記入不要 ○ 記入不要 ○

法定福利費（事業主負担） ○ ○ ○ ○ ○ ○

記入不要

賞与支給額

歯科診療所
給与費等の内訳

病　院 一般診療所

非常勤職員給料

○：利用有り ×：未利用 －：設問無し

一般診療所

記入不要

病　院 一般診療所
給料

歯科診療所

　

賞与
歯科診療所

記入不要

病　院
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（４）資産・負債

病　院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

資産 × × × ×

流動資産 × × × ×

固定資産 × × × ×

× × × ×

負債 × × × ×

流動負債 × × × ×

固定負債 × × × ×

（５）租税公課等

病　院 一般診療所 歯科診療所 保険薬局

租税公課等 　租税公課 × × × ×

 　損害保険料 × × × ×

 　寄付金 × × × ×

税金 　法人税 ○ ○ ○ ○

 　住民税 ○ ○ ○ ○

 　事業税 × × × ×

通勤手当 × × × ×

×：未利用 －：設問無し

○：利用有り ×：未利用 －：設問無し

繰延資産

負債合計

○：利用有り

資産合計
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最近の医療経済実態調査（医療機関等調査）について（概要）

実施回数（実施年月） 第１５回（平成１７年６月） 第１６回（平成１９年６月） 第１７回（平成２１年６月）

病院 １／ ５ １／ ５ １／ ５
抽 １／ １（特定機能病院、歯科大学病院） １／１（特定機能病院、歯科大学病院、こども病院） １／１（特定機能病院、歯科大学病院、こども病院）
出 一般診療所 １／２５ １／２５ １／２５
率 歯科診療所 １／５０ １／５０ １／５０

保険薬局 １／２５ １／２５ １／２５

病院 １，６９６（１，０３８／ ６１．２％） １，６８７（ ９６１／ ５７．０％） １，６１９（ ９１７／ ５６．６％）
調 一般診療所 ２，４８０（１，１２３／ ４５．３％） ２，５４１（１，１５５／ ４５．５％） ２，３７８（１，０４７／ ４４．０％）
査 歯科診療所 １，２４１（ ７５５／ ６０．８％） １，１４１（ ７１１／ ６２．３％） １，１００（ ６６１／ ６０．１％）
施 保険薬局 １，１９７（ ７４３／ ６２．１％） １，４２２（ ８９９／ ６３．２％） １，５３９（ ９６６／ ６２．８％）
設
数 特定機能病院 ８１（ ６８／ ８４．０％） ８１（ ７０／ ８６．４％） ８３（ ７０／ ８４．３％）

歯科大学病院 １９（ １６／ ８４．２％） １９（ １７／ ８９．５％） １９（ １７／ ８９．５％）
こども病院 ２６（ ２３／ ８８．５％） ２６（ １８／ ６９．２％）

主な改正点 《客体抽出》 《客体抽出》 《客体抽出》
・地域医療支援病院等については１／５へ変更 ・こども病院を全数調査 ・一般診療所について、有床、無床別の分類から入

院患者の有無別の分類へ変更
《調査内容》 《調査内容》
・新病院会計準則における損益計算書の科目に合わ ・入院基本料の算定状況を調査項目に追加 《調査内容》
せて調査票の項目を一部変更 ・臨床研修病院の指定の状況を調査項目に追加 ・「単月データ」に加え、直近事業年(度)の収支状

・使用頻度が極めて少ない集計に係る調査項目を廃 ・設備投資について、直近１年間に設備投資を行っ 況、従業員の給料等について、調査項目に追加
止 た金額を直接記入することとし、器械備品等につ ・「年間データ」調査の追加による、調査客体の記

・新規に発生した「長期借入金」及び「長期借入金 いては購入分とリース分の内訳についても調査項 入負担等を考慮し、従来からの調査項目を見直し
の返済額」を調査項目に追加 目に追加

・給与を医師と歯科医師に区分し、職種別の賞与の ・一般診療所、歯科診療所の職種毎の給与を調査項 《報告》
項目を追加（病院） 目に追加 ・集計１の区分について、「介護収益がない病院」

・青色申告をした個人立の診療所及び個人立以外の ・後発医薬品について、調剤した処方せん枚数と備 から「介護収益の割合が２％未満の病院」に変更
診療所においては、一般診療所と同様に、「前年 蓄医薬品品目数を調査項目に追加 (病院)
度及び前々年度における土地、建物等の帳簿価額」 ・Ｂ集計の廃止に伴う調査内容の見直し ・一般診療所の集計を区分２のみとする
の調査を実施、青色申告していない個人立診療所 ・一般診療所の集計区分について、「有床、無床」
においては、従前の「前年度における土地、建物 《報告》 から「入院収益の有無」に変更
等の取得額」の調査を実施 ・Ｂ集計の廃止 ・一般診療所及び歯科診療所の設立主体別の集計区
（歯科） ・機能別集計において、入院基本料別、こども病院、 分を「個人」「医療法人･その他」から、｢個人｣「医

ＤＰＣ対象病院を集計 療法人」「その他」に変更
《報告》 ・一般診療所、歯科診療所の職種毎の給与を集計。 ・税引き後の損益差額表示の追加(個人立を除く)
・借入金の状況について、新規に発生した借入金を ・後発医薬品について、調剤した処方せん枚数と備 ・年間の緊急入院患者数別の損益状況(単月データ)
追加して集計 蓄医薬品品目数を集計 の追加(病院)

・医師と歯科医師の給料を区分し、職種別の賞与も ・一般病棟入院基本料の損益状況に「準７:１」の項
合わせて集計（病院） 目を追加(病院)

・収支状況について、平均値だけではなく分布も分 ・１００床あたりの損益状況を追加(病院)
析

（注１）「地域医療支援病院等」の「等」は、社会保険診療報酬における回復期リハビリテーション病棟入院料算定病院、小児入院医療管理料１･２･３算定病院、急性期入院加算・急性
期特定入院加算算定病院（第１５回調査まで実施）、亜急性期入院医療管理料算定病院（第１５回調査より実施）である。

（注２）「調査施設数」欄の（ ）は、有効回答施設数（件）／有効回答率（％）である。
（注３）特定機能病院、歯科大学病院及びこども病院については別掲である。
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第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第１０回 第１１回 第１２回 第１３回 第１４回 第１５回 第１６回 第１7回

昭42年11月 昭45年11月 昭51年5月 昭56年10月 昭59年11月 昭62年11月 平元年6月 平3年6月 平5年6月 平7年6月 平9年9月 平11年6月 平13年6月 平15年6月 平17年6月 平19年6月 平21年6月（※５）

(1967) (1970) (1976) (1981) (1984) (1987) (1989) (1991) (1993) (1995) (1997) (1999) (2001) (2003) (2005) (2007) (2009)

20 19 19 22 21 19 22 20 21 22 20 22 21 21 22 21 22

病院 1／5 1／5 1／5 1／5 1／5 1／5 1／5 1／5 1／5 1／5 1／5（※１） 1／5 1／5 1／5 1／5 1／5 1／5

地域医療支援病院等（※３） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1／2 1／5 1／5 1／5

一般診療所 1／30 1／25 1／25 1／25 1／25 1／25 1／25 1／25 1／25 1／25 1／25 1／25 1／25 1／25 1／25 1／25 1／25

1／2（法人） 1／2（法人）

1／300（個人） 1／300（個人）

保険薬局 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1／10 1／10 1／10 1／10 1／25 1／25 1／25 1／25

老人保健施設 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1／2 1／2 ・ ・ ・ ・ ・ ・

病院 1,171 1,458 1,562 1,714 1,816 1,855 1,916 1,774 1,961 1,790 1,961 1,758 1,736 1,886 1,696 1,687 1,619

一般診療所 2,322 2,267 2,427 2,431 2,507 2,365 2,364 2,419 2,453 2,341 2,509 2,380 2,508 2,566 2,480 2,541 2,378

歯科診療所 281 188 211 237 394 861 871 903 947 908 979 1,060 1,165 1,130 1,241 1,141 1,100

保険薬局 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 954 1,340 1,836 2,250 1,197 1,197 1,422 1,539

老人保健施設 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 518 756 ・ ・ ・ ・ ・ ・

3,774 3,913 4,200 4,382 4,717 5,081 5,151 5,096 5,361 6,511 7,545 7,145 7,770 6,890 6,714 6,917 6,764

平17.11.2 平19.10.26

調査実施小委調査実施小委

平17.11.9 平19.10.31

総会 総会

記者レク 記者レク 記者レク 記者レク 記者レク 記者レク 記者レク

5/31 7／16 11／21 7／25 7／28 7／22 6／28

17:00 14:00 17:00 16:00 12:45 16:40 17:45

解禁6／4 解禁7／20 解禁11／28 解禁8／2 解禁8／5 解禁7／23 即日解禁

17:00以降 17:00以降 朝刊 朝刊 朝刊 朝刊

〔調査の概要〕

○調査実施の根拠　　中医協建議書（昭和42年9月10日）、中医協全員懇談会申し合わせ（昭和63年11月21日）

○調査の目的　　　　病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする。

○調査の内容　　　　病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局について、施設の概況、損益、給与、資産・負債、租税公課等の調査を行う。

○調査の方法　　　　調査票の記入は、医療機関管理者の自計申告の方法による。

○調査サイクル　　　第7回調査から2年毎

（※１）第11回調査においては、一般病院について、許可病床のうち一般病床の60％以上が療養型病床である施設については1／1とされた。

（※２）第12回調査から個人立以外の歯科診療所についても調査を開始した。

（※４）第16回調査から「こども病院」についても全数調査を行っている。

（※５）第17回調査においては、平２１年３月末までに終了する直近の事業年度の調査も行っている。

平21.10.30
総会昭63.11.28

（※３）「地域医療支援病院等」とは、地域医療支援病院及び社会保険診療報酬における回復期リハビリテーション病棟入院料算定病院、小児入院医療管理料1･2･3算定病院、急性期入院加算・急性期特定入院加算算定病院（第15回調

　　　　査まで実施）、亜急性期入院医療管理料算定病院（第15回調査より実施）である。

平18.6.21 平20.7.9平14.7.31平8.6.29昭45.4.25 未公表

1／1

1／50
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平17.1.26平10.9.30

平15.11.26

1／50 1／50

1／1（※４）

1／50

医療経済実態調査（医療機関等調査）の変遷

平6.7.23平4.8.5平2.8.2

速　　　報 平7.12. 1

本　報　告

平9.12. 5 平11.12. 1

平12.6.28昭55.4.17 昭58.6.5 昭61.7.21

平13.12. 5

公

表

年

月

日

中医協にお
いて公表

新聞等に報
道の行われ
た日

新聞等への
解禁日

新聞等に報
道の行われ
た日

新聞等に報
道の行われ
た日

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・・ ・

1／50

・ ・

1／50

1／1

1／50

100

・ ・

111 111

新聞等に報
道の行われ
た日

新聞等に報
道の行われ
た日

新聞等に報
道の行われ
た日

予算委員会
で公表を求
められた日

抽

出

率
1／501／50歯科診療所

中医協にお
いて公表

中医協にお
いて公表

計

平日日数

特定機能病院・歯科大学病
院・こども病院　（別掲）

調

査

施

設

数

特定機能病院・歯科大学病
院・こども病院

1／50

・ ・ ・ ・ 126

中医協にお
いて公表

中医協にお
いて公表

新聞等に報
道の行われ
た日

1／1

111

1／50

中医協にお
いて公表

1／50（※２）

・

調査実施回数

調査対象年月

（西暦）

1／11／1

1／100 1／150 1／100

・ ・
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（参考資料１）

医療経済実態調査（医療機関等調査）における年間（決算）データの活用について

－これまでの議論のとりまとめ－

平 成 ２ １ 年 １ 月 ２ ２ 日

医療経済実態調査（医療機関等調査）に

おける決算データの活用に関する懇談会

医療経済実態調査（医療機関等調査）は、医療機関等における医業経営等の実態を明

らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的として、２年に１

回、中央社会保険医療協議会が実施しています。

今般、第１７回調査を実施するにあたり、中医協・調査実施小委員会において、医療

機関等の決算データの活用についての提案があったことを踏まえ、決算データの使用及

びその課題等について、調査実施小委員長のもとに専門家からなる懇談会（ワーキング

グループ）を設置し検討することとされました。

これを受け、本懇談会は、平成２０年１２月２４日、平成２１年１月９日、２２日の

計３回に渡り、医療経済実態調査における年間（決算）データの活用に関しての意見交

換や関係団体等からのヒアリングを実施しました。

以下に、現時点での本懇談会における議論を整理しましたので報告いたします。

なお、本懇談会での議論の過程において、議論の対象とするデータについて、「決算

データ」と呼ぶことでは自治体病院等の決算書の公表の時期等から、年間のデータを活

用するという本来の意義が誤解されるおそれがあることから、検討に際しては「年間（決

算）データ」と呼ぶこととしてはどうかとの指摘があったため、以下においても「年間

（決算）データ」と表記いたします。

１．年間（決算）データを把握する場合のメリットとしては、会計情報としての信頼性

の観点、及び会計実務と調査の親和性の観点から、以下の点が考えられる。

①調査月の特殊要因が排除されるため、単月調査に比べ数値が平準化される。

②調査項目に前年（度）実績の１２分の１の額を記入するための判断及び計算が省略

されるとともに、作成済みの年間（決算）データから転記できる調査項目が多くあ

るため、多くの調査対象施設で記入負担が減り、効率的な調査が可能になる。

③前年（度）実績の１２分の１と調査月の数値との混在が解消されるため、費用と収

益の対応関係が適切となり、会計情報としての信頼性が高まる。

④１年間のデータであるため、単月調査での経費の計上漏れの可能性が排除される。

⑤医薬品費、材料費について、月次棚卸を行っていないために前年（度）の構成比ま

たは仕入額により記入している医療機関等が多数存在すると考えられる。期末には

実地棚卸が必ず行われるため、医薬品費の数値（金額及び構成比）が正確になる。

中医協 実－１  
２１．１．２８  
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２．実施可能性に関し、概して実施すること自体に大きな障害はないと思われるが、一

部技術的な課題も存在する。

（１）異なる会計基準の経営主体間の比較の可能性

経営主体毎の会計基準の違いによって発生する差異の問題や、調査対象施設の経営

主体が複数の施設を経営する場合の本部費用の配賦や借入金の影響等に関する問題

は、現行でも存在しているため、そのこと自体が年間（決算）データを取得すること

への直接的な障害にはならないと考えられる。また、決算書に直接掲載されていない

ことから記入に時間を要する調査項目もあるが、決算書作成時の前段階のデータ等を

使用すれば対応できると考えられる。

一部の調査項目（材料費、委託費等）や白色申告を行う経営主体では、詳細なデー

タを把握していない可能性も考えられるが、この点も現行で存在している問題である。

（２）公立病院におけるデータ提出の可能性

公立病院の決算書は、７月以降の定例会（通常は９～１０月、場合によっては継続

審議後１２月）で審議・承認されるが、議会の承認がなくても決算自体の法的効果は

変わらないと考えられる。また、決算の公表は各自治体によって異なるが、議会の承

認前に公表している自治体もあることから、承認前の年間（決算）データを決算見込

額として調査票へ記入することは可能であると考えられる。

（３）施設単位のデータ取得の可能性

複数の施設等を保有している経営主体における施設単位で年間データを取得するこ

とについては、病院、一般診療所、歯科診療所においては特段の問題はないと考えら

れる。保険薬局、特に中小企業で複数店舗を保有している保険薬局では、施設単位で

財務データを管理していない可能性が考えられる。そのようなところは、年間（決算）

データでの調査よりも現行のほうが、調査月のデータを集計することで対応できるた

め、協力しやすいと考えられる。

３．年間（決算）データを把握する場合の課題としては、以下のような点が挙げられる。

（１）決算時期の違い

経営主体の決算時期は、公立病院等については概ね３月末となっているが、医療法

人及び営利法人（株式会社）は特段の決まりがなく、個人の場合は確定申告に用いる

ために１２月末となっている。そうした違いがある中で年間（決算）データを把握す

る場合、①病院・一般診療所・歯科診療所・保険薬局といった同一グループ内でのデ

ータの不整合をどう評価するか、また、②決算時期の傾向が異なるグループ間の比較

をどう評価するかといった課題が存在する。

（２）調査対象となるデータの時期

改定のスケジュールを考慮すると、現行と同時期（６月～７月頃）に調査を行わざ
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るを得ず、①決算時期を踏まえると基本的に現行より前の時期のデータを把握するこ

ととなり、診療報酬改定の直近の影響を把握するという観点から、この点をどう評価

するかといった課題が存在する。

また現行は、改正された診療報酬への対応が不十分な時期（「リードタイム」）の

影響を緩和することで、診療報酬改定の影響を把握しているが、②年間（決算）デー

タを取得する上で、リードタイムを含んだ調査とならざるを得ないことの影響をどう

評価するかといった課題が存在する。（この点に関し、各経営主体の収支は、改定年

で悪化し２年目で改善する傾向が見られるとの指摘があった。）

一方、現行でも、医薬品費及び材料費（月次棚卸を行っていない場合）、減価償却

費、賞与、退職金、並びにその他経費のうち６月単月では不合理な項目において、前

年（度）実績による記入を求めており、（１）及び（２）と同様の問題が存在してい

る。

（３）２年分のデータ取得

仮に年間（決算）データを取得するとした場合、調査方法の変更に伴う比較可能性

の問題を補う観点、及び診療報酬改定の影響を動態的に把握する観点から、改定前後

の１年ずつ、すなわち２年分のデータを取得することが望ましいのではないかとの意

見があった。一方で、年間（決算）データから転記できるとはいえ、調査対象施設の

記入負担が大きくなり、回収率が現行より下がるのではないか、また、改定の影響を

把握するというのであれば、条件を同じくしリードタイムの影響を排除するため、改

定前後の１年ではなく、前回の改定直後の１年と今回の改定直後の１年のデータを取

得すべきではないかとの意見もあった。

（４）現行調査の取扱い

仮に年間（決算）データを取得するとした場合であっても、調査が期待通り行える

かどうかの検証や、過去の医療経済実態調査との比較可能性を確保する観点から、一

時的に、現行の単月調査も並行して行うべきであるとの意見があった。その際には、

集計作業等に係る費用や、調査対象施設における調査票記入等に係る負担の観点から、

いわゆる「速報」で使用しないデータを中心に、調査項目の削減を検討するべきでは

ないかとの意見もあった。

４．関連する課題としては、以下のような点が指摘された。

（１）施設経営の健全性の評価について

施設の経営の健全性の評価のためには、将来的にはキャッシュ・フローの状況の調

査も行い、投資や財務に関する評価も行うべきではないかとの意見があった。

これに関し、現行でも収支差の把握に加え、設備投資、借入金、税金の状況も併せ

て把握しているため、一定の評価はできるのではないか、あるいは２期分の貸借対照

表を調査することで代替してもよいのではないかとの意見があった。
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（２）調査の客体数について

診療所は施設数が多いため困難と思われるが、病院（約８，０００施設）について

は、４０年前より情報処理技術が発展しているため、調査票を電子データで提出させ

ることにより、全数調査を実施することも可能ではないかとの意見があった。

これに関し、調査施設数を増やすこと自体は望ましいが、全てを電子データで提出

させることを義務づけることは困難ではないかとの意見があった。

（３）決算を見据えた経営上の行動について

単月調査、年間（決算）データでの調査のいずれにおいても、決算を見据えた経営

上の行動が反映されることを留意する必要があるとの意見があった。

５．まとめ

年間（決算）データの把握については、単月調査に比べ会計情報としての信頼性が

高まる、多くの医療機関等において記入が効率的に行える等のメリットがあり、調査

の実施可能性に関しても、障害となるような大きな問題はないと考えられる。

一方で、決算時期が異なる経営主体間におけるデータの比較可能性の確保、リード

タイムが含まれることによる診療報酬改定の影響の把握といった課題も存在する。

以 上
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